
水産試験場アユ種苗生産施設屋内飼育棟及び餌料培養棟建替工事基本設計業務委託 

業務説明書 

 

１ 業務の概要 

 （１）業務の目的 

本業務は、群馬県水産試験場において、既存のアユ種苗生産機能の強化・更新

を図ることにより、高品質なアユ種苗の安定供給と内水面水産振興の基盤確保を

目的とするものである。そのため、建築後４０年以上が経過し、耐震性及び設備

の維持管理性の面で課題の顕在化しているアユ種苗生産施設と餌料培養施設の２

棟及びそれらに付属する施設の解体と、これらの機能を集約した新たなアユ種苗

生産施設の新築を計画している。今回は、その機能を集約した新たなアユ種苗生

産施設を新築するための基本設計業務を行う。 

（２）業務内容 

    アユ種苗生産施設と餌料培養施設を統合し、機能を集約した新たなアユ種苗生産

施設の新築工事に必要な調査や手続き、問題、要求性能の確認と解決策の実行及

び関係者との協議など、必要な関連作業を行い、それらを踏まえた上で、新築工

事の基本設計を行う。なお、業務内容の詳細は別添の委託仕様書（案）による。 

 （３）技術提案を求めるテーマ 

    本業務において技術提案を求めるテーマを、以下に示す。 

①アユ種苗生産の持続性を高めるため、日常の飼育管理が容易であり、安全性

に留意した施設整備において、配慮すべき事項は何か。 

②試験研究やアユ種苗生産を効率的に行うため、空間構成・動線計画において、

配慮すべき事項は何か。 

③安定したアユ種苗の飼育環境を確保し、疾病リスクを低減するための設備計

画において、配慮すべき事項は何か。 

    ※事業内容の詳細に関しては、別添付属資料参照のこと。 

（４）履行期限 

    履行期限は、以下のとおり予定している。 

    契約日から令和９年１月２９日 

 （５）業務実施上の条件 

技術提案書の提出者に対する要件は、次に掲げる条件を満たしている単体企業

であること。 

    ①地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第１６７条の４第１項の規定に該

当しない者であること。 

    ②群馬県財務規則第１７０条第２項の規定に基づく県の入札参加制限を受けてい

ない者であること｡ 

    ③群馬県建設工事請負業者等指名停止措置要綱に基づく指名停止期間中のもので

     ないこと。 

    ④警察当局から群馬県知事に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又は

これに準ずるものとして、公共建設コンサルタント業務等からの排除要請が



あり、当該状態が継続している者でないこと。 

   ⑤建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２３条の規定に基づく一級建築士事

務所の登録を行っていること。 

   ⑥群馬県の令和８・９年度建設工事に係る調査・測量・コンサルタント等入札参

加資格者名簿に建築関係建設コンサルタント業務として登載されていること。 

     (会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)又は民事再生法(平成 11 年法律第 225

号)に基づき更生手続開始又は再生手続開始(以下｢手続開始｣という｡)の申立

てがなされている者については、手続き開始の決定後、資格の再認定を受け

ている者。） 

    ⑦この手続きに参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係

     がないこと。 

1)資本関係 

次のいずれかに該当する２者の場合。ただし、子会社（会社法第２条第三

号及び同条第三号の二の規定による子会社をいう。以下同じ。）又は子会社

の一方が会社更生法第２条第７項に規定する更生会社（以下「更生会社」と

いう。）又は民事再生法第２条第四号に規定する再生手続が存続中の会社で

ある場合は除く。 

イ 親会社（会社法第２条第四号及び同条第四号の二の規定による親会社

をいう。以下同じ。）と子会社の関係にある場合 

ロ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 

2)人的関係 

次のいずれかに該当する２者の場合。ただし、イについては、会社の一方

が更生会社又は再生手続が継続中の会社である場合は除く。 

イ 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合 

ロ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第６７条第１項又は民

事再生法第６４条第２項の規定により選任された管財人を現に兼ねてい

る場合 

3)その他この手続きの適正さが阻害されると認められる場合 

①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合 

⑧群馬県に本社（店）を有する者であること。 

⑨管理技術者は、一級建築士であること。 

⑩管理技術者及び主たる分担業務分野である総合分野の主任担当技術者は、参

加表明書及び技術提案書の提出者の組織に所属していること。（参加表明書

提出日前３ヶ月以上継続して雇用している者に限る。） 

⑪管理技術者及び記載を求める各主任担当技術者は、それぞれ１名であること。

なお、構造分野、電気分野、機械分野の主任担当技術者を協力事務所（再委

託先のうち、分担業務分野の主任担当技術者が所属する事務所をいう。以下

同じ。）に求める場合は、技術提案書の提出時に１名を確定すること。 

⑫管理技術者は、記載を求める各主任担当技術者を兼任していないこと。また、

記載を求める主任担当技術者についても、記載を求める他の分担業務分野の



主任担当技術者を兼任していないこと。 

⑬管理技術者及び分担業務分野が総合分野の主任担当技術者の手持ち業務につ

いて、携わっている業務（本業務を含まず特定後、未契約の業務を含む。）

が原則として１０件未満であること。 

⑭主たる分担業務分野である総合分野の業務（積算に関する業務及び補助に関

する業務等を除く。）を、再委託しないこと。 

⑮構造分野、電気分野、機械分野の主任担当技術者が、本事業に関する他の参

加表明書及び技術提案書の提出者の協力事務所の主任担当技術者と重複して

いないこと。 

⑯業務の一部を再委託する場合であって、再委託先である協力事務所が群馬県

の建設工事に係る調査・測量・コンサルタント等入札参加者名簿に登載され

ている場合には、当該協力事務所が指名停止を受けている期間中でないこと。 

⑰配置を予定している、管理技術者及び主任担当技術者（総合・構造）は、

「同種又は類似業務」について、平成２８年４月１日以降に完了した業務に

おいて、１件以上の実績を有さなければならない。 

     同種業務 建築物の延べ床面積が５００㎡以上で、用途が建築基準法別表第二

（は）欄第二号の建築物（※）に係る新築工事、増築工事（増築に

係る部分が当該用途及び規模であるものに限る。）又は改築工事の

設計業務 

※各種学校、職業訓練校、研修所、学術の研究所等を含む 

類似業務  建築物の延べ床面積が５００㎡以上ある新築工事、増築工事（増

築に係る部分が当該規模であるものに限る。）又は改築工事の設

計業務 

 

※注１：「管理技術者」とは、「業務委託契約約款」第１４条に定める管理技

術者をいう。以下同じ。 

※注２：分担業務分野の分類は下記による。 

分担業務分野 業務内容 

総 合 

 

 平成 21 年国土交通省告示 15 号別添一第１項第一号及び第二

号において示される「設計の種類」における「総合」 

構 造  同上「構造」 

電 気  同上「設備」のうち、「電気設備」に係るもの 

機 械 

 

 同上「設備」のうち、「給排水衛生設備」及び「空調換気設

備」 

    ※注３：「主任担当技術者」とは、管理技術者の下で各分担業務分野における担

                当技術者を総括する役割を担う者をいう。以下同じ。 

 （６）その他 

     本業務の契約書（案）及び仕様書（案）は別添のとおりである。 

 



２ 担当部局 

 （１）公示、契約等の制度に関すること、各申請書等提出先 

      〒３７１－８５７０ 群馬県前橋市大手町１－１－１ 

    群馬県県土整備部建築課施設整備係 （担当：冨澤） 

     電 話：０２７－２２６－３７１０ 

       電子メ－ル：tomizawa-yu@pref.gunma.lg.jp 

 （２）現地の状況等に関すること 

     〒３７１－００３６ 群馬県前橋市敷島町１３ 

    群馬県水産試験場 （担当：小林） 

     電 話：０２７－２３１－２８０３ 

       電子メ－ル：koba-yas@pref.gunma.lg.jp 

 

３ 参加表明書の作成及び記載上の留意事項 

 （１）参加表明書の作成方法 

参加表明書の様式は、別添（様式１～４）に示されるとおりとする。なお、用

紙サイズはＡ４版、文字サイズは１０ポイント以上、片面印刷とする。 

 （２）参加表明書内容の留意事項 

記載事項 内容に関する留意事項 

管理技術者及

び主任担当技

術者の経歴等 

(様式２－

１、３－１) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配置予定の管理技術者（様式２）及び各主任担当技術者（様式３：主

任担当技術者ごとに１枚作成）の経験及び能力についてを記載するこ

と。なお、管理技術者及び総合分野の主任技術者については、参加表明

書提出３ヶ月以上継続して雇用していることが確認できる資料を添付す

ること。 

ア）氏名 

技術者の氏名にふりがなを付けて記載すること。 

イ）生年月日 

技術者の生年月日及び年齢（参加表明書提出時現在）を記載するこ

と。 

ウ）所属、役職 

技術者の所属する部署及び役職を記載すること。 

エ）保有資格等 技術者の保有する資格のうち「７（２）技術提案書の

提出者を選定するための基準」における「資格評価表」（以下「資

格評価表」という。）に記載された当該分野の資格を記入するこ

と。また、資格証明書等の写しを添付すること。 

オ）平成２８年４月１日以降に完了した同種又は類似業務の実績 

平成２８年４月１日以降に完了した同種又は類似業務の実績につい

て、以下の項目を記載すること。なお、記載する件数は１件とし、

同種業務の実績を優先して記載するものとする。また、業務に係る

契約書の写し、確認申請書の写し、図面等を添付すること。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ａ）業務名称 

ｂ）発注者 

発注機関名を記載する。再委託を受けた業務の場合は契約相手

方を記載し、( )内に事業主を記載する。 

ｃ）受注形態 

単独、設計共同体又は協力事務所のうち該当するものに○をつ

ける。あわせて、設計共同体の場合は他の構成員を、協力事務

所の場合は再委託を受けた契約相手方を（ ）内に記載する。 

ｄ）業務概要 

同種又は類似のうち該当するものに○をつける。また、対象施

設の施設用途及び規模・構造を記載する。あわせて分担業務分

野及び携わった立場（管理技術者、主任担当技術者、担当技術

者等）を記載する。 

ｅ）履行期間 

カ）令和５年４月１日から令和８年３月３１日までに完了した群馬県発

注の営繕事業に係る設計業務実績 

令和５年４月１日から令和８年３月３１日までに完了した群馬県発

注の営繕事業に係る設計業務実績について、以下の項目を記載する

こと。複数の実績がある場合は最新の実績２件までを記載するこ

と。 

ａ）業務名称 

ｂ）発注者 

発注機関名を記載する。再委託を受けた業務の場合は契約相手

方を記載し、( )内に事業主を記載する。 

ｃ）受注形態 

単独、設計共同体又は協力事務所のうち該当するものに○をつ

けること。あわせて、設計共同体の場合は他の構成員を記載

し、協力事務所の場合は再委託を受けた契約相手方を（ ）内

に記載すること。 

ｄ）分担業務分野及び立場 

分担業務分野及び携わった立場（管理技術者、主任担当技術

者、担当技術者等）を記載する。 

ｅ）履行期間 

ｆ）評定点 

評定実績を証する書面（評定通知書）の写しを添付すること。 

ｇ）表彰 

表彰状の写しを添付すること。 

同種又は類似

業務の実績に

同種又は類似業務の実績について、配置予定の管理技術者（様式２－

２）及び各主任担当技術者（様式３－２）が携わった設計業務体制を様



かかる設計業

務体制一覧 

（様式２－

２、３－２） 

式に従い記載すること。同種又は類似業務の実績の設計業務体制がわか

るよう管理技術者、各主任担当技術者及び担当技術者の全てを記載する

こと。 

協力事務所の

名称等 

（様式４） 

業務の一部（総合分野の業務（積算に関する業務及び補助に関する業

務等を 除く。）を除く。）を再委託する場合には、協力事務所の名

称、再委託する 理由及び内容等を様式に従い記載すること。 

 

４ 参加表明書の提出方法、提出先及び提出期限 

 （１）提出方法 

持参又は郵送（書留郵便に限る。）、若しくは電送又は電子メ－ルによること。

（電送又は電子メ－ルの場合には着信を確認すること。）なお、電子メ－ルで提

出する場合は以下によること。これ以外での提出は無効とする。 

・使用可能なソフトは「Microsoft Word」とする。 

・ファイル総数は７メガバイト以内とすること。 

・ストレージサービスの使用は不可とする。 

・プリントアウト時に規程の枚数内となるように設定しておくこと。なお、送

信された技術提案書のプリントアウトは白黒印刷で行う。 

・圧縮ファイルの形式は「LZH」とする。 

 （２）提出先：２（１）に同じ 

 （３）受領期間：令和８年５月７日（木）から令和８年５月１４日（木） 

午前９時から午後４時まで 

（だだし、土日・祝日及び正午から午後１時までの時間を除く） 

 

５ 説明書の内容についての質問の受付及び回答 

 （１）質問は、文書（書式は自由、ただし規格はＡ４版）により行うものとし、持参、

郵送、電送又は電子メ－ル（着信を確認すること。）のいずれの方法でも可能と

する。なお、文書には回答を受ける担当窓口の部署、氏名、電話及びＦＡＸ番号、

電子メールアドレスを併記するものとする。 

   ①質問の受付先：２（１）に同じ 

   ②質問の受付期間：令和８年５月１１日（月） 午後４時まで 

持参する場合は、上記期間の土日・祝日及び正午から午後１時

までの時間を除く毎日、午前９時から午後４時まで 

 （２）質問に関する回答は、質問を受理した日から７日間（休日を含まない。最終回答

は、５月１２日（火）正午とする。）以内に質問者に対して電子メ－ルにより行

うほか、下記のとおり閲覧に供する。 

   ①閲覧場所：電子入札システムによる。 

   ②閲覧期間：回答の翌日から技術提案書の提出期間の前日までの土曜日、日曜日及

び祝日を除く毎日、午前９時から午後４時まで 

 



 

６ 現地視察について 

   現地視察を希望するものは、下記の連絡先と日程調整をおこなった上で現地視察す

るものとする。 

① 現地視察の連絡先：２（２）に同じ 

② 現地視察の受付期間：令和８年６月２日（火）まで 

              ただし、受付期間中であっても担当者の都合上、現地視察

ができないこともある。 

 

７ 技術提案書の提出者に要求される資格要件および技術提案書の提出者を選定するため

 の基準 

 （１）技術提案書の提出者に要求される資格 

   ①地方自治法施行令（以下「自治令」という。）第１６７条の４の規定に該当しな

    いものであること。 

   ②県の調査・測量・コンサルタント資格者名簿に登載されていること。 

 （２）技術提案書の提出者を選定するための基準 

    参加表明書の評価項目、判断基準、並びに評価ウェイトは以下のとおりである。 

評価 

項目 

評価の着目点 評価

のｳｪｲ

ﾄ 

 判断基準 

資格 

 

 

 

専門分野の技

術者資格 

 

 

各担当分野について、資格の内容を資格

評価表により評価する。 

 

 

主任

担当

技術

者 

総合 ２ 

構造 １ 

電気 １ 

機械 １ 

技術力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 28 年 4

月 1 日以降に

完了した同種

又は類似業務

の実績 

（実績の有無

及び携わった

場合） 

 

 

 

 

 

 

 

評価については次のとおり 

同種又は類似業務の実績がある。 

無の場合は欠格（管理技術者及び主任担

当技術者（総合・構造）に限る）とな

る。 

上記に加え、実績の立場を下記の順で評

価する。 

※管理技術者の場合 

①管理技術者又はこれに準ずる立場 

②主任担当技術者又はこれに準ずる立場 

③担当技術者又はこれに準ずる立場 

※主任担当技術者の場合 

①管理技術者又はこれに準ずる立場 

②主任担当技術者又はこれに準ずる立場 

③担当技術者又はこれに準ずる立場 

管理技術者 ４ 

主任

担当

技術

者 

総合 ３ 

構造 １ 

電気 １ 

機械 １ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 5 年 4月

1 日から令和

8 年 3 月 31

日までに完了

した群馬県発

注の営繕事業

に係る設計業

務の成績評定

点 

以下の順で評価する 

※複数の実績がある場合は実績ごとの成

績評定点の平均 

①85 点以上 

②80 点以上 85 点未満 

③75 点以上 80 点未満 

④70 点以上 75 円未満 

⑤70 点未満・評定なし 

管理技術者 ４ 

主任

担当

技術

者 

 

 

総合 ３ 

構造 １ 

電気 １ 

機械 １ 

令和 5 年 4月

1 日から令和

8 年 3 月 31

日までに完了

した群馬県発

注の営繕事業

に係る設計業

務の業務表彰

実績 

以下の順で評価する 

①知事表彰の実績あり 

②部長表彰の実績あり 

③実績なし 

 

 

 

 

管理技術者 ２ 

主任

担当

技術

者 

 

 

 

総合 １.５ 

構造 ０.５ 

電気 ０.５ 

機械 ０.５ 

 ３０ 

  ※上記評価により差がない場合は、管理技術者及び主たる分担業務分野である総合分

野の主任担当技術者の業務実績の内容で評価する場合がある。 

 

   資格評価表 

分担業務分野 評価する資格（番号の順に評価する） 

総 合 ①一級建築士 ②二級建築士 ③その他 

構 造 ①一級建築士 ②二級建築士 ③その他 

電 気 

 

①建築設備士、技術士又は一級建築士 ②一級電気工事施工管理

技士 ③二級電気施工管理技士 ④その他 

機 械 

 

①建築設備士、技術士又は一級建築士 ②一級管工事施工管理技

士 ③二級管工事施工管理技士 ④その他 

     技術提案書の提出者として選定したものには、選定通知書をもって令和８年５月

２１日頃に通知する。 

  (３）技術提案書の提出者の選定数 

技術提案書の提出者は評価上位１０者程度選定する。ただし、同評価の提出者

が１０者を超えて存在する場合にはこの限りでない。 

 

８ 非選定理由に関する事項 

 （１）参加表明書を提出した者のうち、技術提案書の提出者として選定されなかった者



に対しては、選定されなかった旨と、その理由（非選定理由）を、非選定通知書

をもって、契約担当者から令和８年５月２１日頃に通知する。 

  (２）上記（１）の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して５日（休日を

含まない。）以内に書面（様式は自由）により、契約担当者に対して非選定理由

について説明を求めることができる。 

  （３）上記（２）の回答は、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して５日

以内に書面により行う。 

  （４）非選定理由の説明書請求の受付場所及び受付時間は以下のとおりである。 

   ①受付場所：２（１）に同じ 

   ②受付時間：午前９時から午後４時まで 

（だだし、土日・祝日及び正午から午後１時までの時間を除く） 

 

９ 技術提案書の作成及び記載上の留意事項 

 （１）技術提案書作成上の基本事項 

プロポ－ザルは、調査、検討、及び設計業務における具体的な取り組み方法に

ついて提案を求めるものであり、当該業務の具体的内容や成果の一部（図面、模

型写真、透視図等）の作成や提出を求めるものではない。具体的な設計作業は、

契約後に技術提案書に記載された具体的な取組方法を反映しつつ、発注者が提示

する資料に基づいて発注者と協議のうえ開始することとする。本説明書において

記載された事項以外の内容を含む技術提案書、又はこの書面及び別添の書式に示

された条件に適合しない技術提案書については、提案を無効とする場合があるの

で注意すること。 

 （２）技術提案書の作成方法 

技術提案書の様式は別添（様式２－１～７、参考見積書は様式自由）に示され

るとおりとする。ただし、様式２－１、３－１については、参加表明書時に提出

したものにＣＰＤ取得単位の状況について追記し、提出すること。 

なお、用紙サイズはＡ４版、文字サイズは１０ポイント以上、片面印刷とする。 

（３）技術提案書の内容に関する留意事項 

記載事項 内容に関する留意事項 

様式２－１、 

様式３－１ 

 

 

 

・ＣＰＤ取得単位の追記 

  参加表明書時に提出したものにＣＰＤ取得単位の状況につい

て追記する。前年度（４月１日～翌３月３１日）における認定

時間を記載し、「建築ＣＰＤ運営会議」が証明する写しを添付

すること。なお、これによらずＣＰＤ取得単位を証明できる場

合は、その資料を添付すること。 

業務の実施方針

及び手法（様式

６） 

・業務の実施方針、取組体制、設計チームの特徴、特に重視す

る設計上の配慮事項（様式７に記載する内容を除く。）、その

他の業務実施上の配慮事項等をＡ４判１枚に簡潔に記述する。 

評価テーマに対 ・評価テーマは、１（３）による 



する業務実施方

針及び手法（様

式７） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・提案は、文章での表現を原則とし、基本的考え方を簡潔に記

述すること。 

・視覚的表現については、文章を補完するために必要最小限な

範囲においてのみ認めるが、具体的な建物の設計又はこれに類

するものに基づいた表現をしてはならない。（表現の許容範囲

については別添参照） 

・具体的な設計図、模型（模型写真を含む。）透視図等（コン

ピューターグラフィックスによるものを含む。）を使用しては

ならない。 

・各々の提案は、１提案につきＡ４判１枚以内にまとまる。 

・各「評価テーマに対する技術提案」（様式７）において別添

「許されない表現例及びその理由」に照らして、イメージ図の

描き過ぎであると判断される場合は、当該「評価テーマに対す

る技術提案」ごとに評価点の１／２を減点する。 

参考見積（概

算） 

 

 

・業務への取り組み姿勢を踏まえて必要な経費を概算し、参考

見積として提出すること。 

・参考見積（概算）は、（４）で提示する業務規模と大きくか

け離れていないことを確認するために用いる。 

  （４）業務量の目安 

    本業務の参考業務規模は、１０，６００千円（税込）程度を想定している。 

 （５）作成に用いる言語等 

書類の作成に用いる言語は日本語、通貨は日本円、単位は日本の標準時及び計

量法によるものとする。 

 （６）技術提案書の無効 

提出書類については、この書面及び別添の書式に示された条件に適合しない場

合は無効とすることがある。 

 

１０ 技術提案書の提出方法、提出先、提出期限 

  （１）提出方法 

    １部を持参又は郵送（書留郵便に限る。）とする。 

 （２）提出先：２（１）に同じ 

 （３）受領期限：令和８年６月９日（月） 午後４時まで 

（だだし、土日・祝日及び正午から午後１時までの時間を除く） 

 

１１ 技術提案書に係る質問の受付及び回答 

 （１）質問は、文書（書式は自由、ただし規格はＡ４版）により行うものとし、持参、

郵送、電送又は電子メ－ル（着信を確認すること。）のいずれの方法でも可能と

する。なお、文書には回答を受ける担当窓口の部署、氏名、電話及びＦＡＸ番号、

電子メールアドレスを併記するものとする。 

   ①質問の受付先：２（１）に同じ 



   ②質問の受付期間：令和８年６月１日（月） 午後４時まで 

持参する場合は、上記期間の土日・祝日及び正午から午後１時

までの時間を除く毎日、午前９時から午後４時まで 

 （２）質問に関する回答は、質問を受理した日から７日間（休日を含まない。最終回答

は、６月３日（水）正午とする。）以内に質問者に対して電子メ－ルにより行う

ほか、下記のとおり閲覧に供する。 

   ①閲覧場所：電子入札システムによる。 

   ②閲覧期間：回答の翌日から技術提案書の提出期間の前日までの土曜日、日曜日及

び祝日を除く毎日、午前９時から午後４時まで 

 

１２ 技術提案書を特定するための評価基準 

 （１）技術提案書の評価項目、判断基準ならびに評価のウｴ－トは以下のとおりである。 

評価 

項目 

評価の着目点 評価の

ｳｪｲﾄ  判断基準 

資格 

 

 

 

専門分野の技術

者資格 

 

 

各担当分野について、資格の内容を資格

評価表により評価する。 

 

 

主任

担当

技術

者 

総合 ２ 

構造 １ 

電気 １ 

機械 １ 

技術

力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 28 年 4 月

1 日以降に完了

した同種又は類

似業務の実績 

（実績の有無及

び携わった場

合） 

 

 

 

 

 

以下の順で評価する 

①同種業務の実績がある。 

②類似業務の実績がある。 

上記に加え、実績の立場を下記の順で評

価する。 

※管理技術者の場合 

①管理技術者又はこれに準ずる立場 

②主任担当技術者又はこれに準ずる立場 

③担当技術者又はこれに準ずる立場 

※主任担当技術者の場合 

①主任担当技術者又はこれに準ずる立場 

②担当技術者又はこれに準ずる立場 

管理技術者 ４ 

主任

担当

技術

者 

総合 ３ 

構造 １ 

電気 １ 

機械 １ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 5 年 4 月 1

日から令和 8 年

3 月 31 日まで

に完了した群馬

県発注の営繕事

業に係る設計業

務の成績評定点 

以下の順で評価する 

※複数の実績がある場合は各実績ごと 

の成績評定点の平均 

①85 点以上 

②80 点以上 85 点未満 

③75 点以上 80 点未満 

④70 点以上 75 円未満 

⑤70 点未満・評定なし 

管理技術者 ４ 

主任

担当

技術

者 

総合 ３ 

構造 １ 

電気 １ 

機械 １ 

令和 5 年 4 月 1 以下の順で評価する 管理技術者 ２ 



日から令和 8 年

3 月 31 日まで

に完了した群馬

県発注の営繕事

業に係る設計業

務の業務表彰実

績 

①知事表彰の実績あり 

②部長表彰の実績あり 

③実績なし 

主任

担当

技術

者 

総合 １.５ 

構造 ０.５ 

電気 ０.５ 

機械 ０.５ 

ＣＰＤ 

 

 

 

ＣＰＤ取得単位を評価 

 

 

 

 

管理技術者 １ 

主任

担当

技術

者 

総合 １ 

構造 １ 

電気 １ 

機械 １ 

業務の実施

方針及び手

法 

(評価にあ

たっては技

術提案書の

内容及びヒ

アリングの

結果により

総合的に判

断を行

う。) 

 

業務の理解度及

び取組意欲 

業務内容、業務背景、手続の理解が高く、積

極性が見られる場合に優位に評価する。 

８ 

 

業務の実施方針 

 

 

 

業務への取組体制、設計チームの特徴、特に

重視する設計上の配慮事項等について（ただ

し、評価テーマに対する内容を除く。）、的

確性、実現性等を総合的に評価する。 

１２ 

 

 

評価テー

マ対する

技術提案 

 

 

 

① 

   

   

 

テーマ①について、その的確性（与条件との

整合性が取れているか等）、実現性（提案内

容が理論的に裏付けられており、説得力のあ

る提案となっているか等）を考慮して総合的

に評価する。 

１５ 

 

② テーマ②について、同上。 １５ 

③ テーマ③について、同上。 １５ 

参考見積（概算）      

 

指示した業務規模と大きくかけ離れている場

合は、特定しない。 

数値化

しない 

合 計  １００ 

（２）（１）の基準により最高得点となった者を特定者とし、特定された旨を、特定通

知書をもって令和８年６月２４日頃に通知する。 

 

１３ ヒアリング 

 （１）以下のとおりヒアリングを行う。 

    ①実施場所：県庁１１階１１１会議室（予定） 

   ②実施期間：令和８年６月１１日（木）（予定） 

     ③ヒアリングの日時は決定され次第別途通知する。 

   ④出席者：配置予定の管理技術者及び主たる分担業務分野である総合分野の主任担

        当技術者とする。 

 （２）ヒアリングでは１１（１）評価項目について質疑応答を行う。 



 （３）ヒアリング時の追加資料は受理しない。 

 

１４ 非特定理由に関する事項 

（１）提出した技術提案書が特定されなかった者に対しては、特定されなかった旨と、

その理由（非特定理由）を、非特定通知書をもって、契約担当者から令和８年６

月２４日頃に通知する。 

 （２）上記（１）の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して７日（休日を

   含まない。）以内に、書面（様式は自由）により、契約担当者に対して非特定理由

   について説明を求めることができる。 

 （３）上記（２）の回答は、理由を求めることができる最終日の翌日から起算して１０

   日以内に書面により行う。 

 （４）非特定理由の説明書請求の受付場所及び受付時間は以下のとおりである。 

     ①受付場所：２（１）に同じ 

   ②受付期限：令和８年７月３日（金） 午後４時まで 

（だだし、土日・祝日及び正午から午後１時までの時間を除く） 

 

１５ 業務委託 

 （１）委託の取扱 

   ①特定者は、群馬県と随意契約する第１交渉権を有するものとする。 

   ②特定者と群馬県が、業務委託契約の条件で合意に至らなかった場合、あるいは特

定者及びその提案書が、１（５）業務実施上の条件に抵触していることが後日

判明した場合は、その者との契約は結ばず、次点得点者と契約の交渉を行うこ

ととする。 

 （２）契約者の責務 

①契約者は、設計業務として、水産試験場アユ種苗生産施設屋内飼育棟及び餌料

培養棟の新築工事に係る基本設計を実施するものとする。 

②業務委託の名称 水産試験場アユ種苗生産施設屋内飼育棟及び餌料培養棟建替

工事基本設計業務委託 

 

１６ 契約書作成の要否等 

   別冊契約書（案）により契約書を作成するものとする。 

 

１７ 支払条件 

   前払金 有 （業務委託料の１０分の３以内） 

 

１８ 苦情申し立てに関する事項 

本手続きに関し、８の非選定理由に関する説明及び１３の非特定理由に関する説

明に対して不服がある者は、群馬県建設工事の入札・契約及び指名停止措置に係る苦

情処理要領の定めるところにより、群馬県知事に対して再苦情申立てを行うことがで

きる。 



     群馬県県土整備部建築課施設整備係 

電話 ０２７－２２６－３７１０ 

 

１９ 関連情報を入手するための照会窓口 

  ２（１）に同じ 

 

２０ その他の留意事項 

  （１）手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本通貨に限る。 

 （２）本業務を受注したコンサルタント及び、本業務を受注したコンサルタントと資本

・人事面等において関連があると認められる製造業者又は建設業者は、本業務に

係る工事の入札に参加し又は当該工事を請け負うことができない。 

 （３）提出期限までに参加表明書を提出しない者及び技術提案書の提出者に選定された

旨の通知を受けなかった者は、技術提案書を提出できないものとする。 

 （４）参加表明書及び技術提案書の作成、提出、現地視察及びヒアリングに関する費用

は、提出者の負担とする。 

 （５）参加表明書及び技術提案書に虚偽の記載をした場合には、参加表明書及び技術提

案書を無効とするとともに、虚偽の記載をした者に対して指名停止の措置を行う

ことがある。 

  （６）提出された参加表明書は返却しない。なお、提出された参加表明書は、技術提案

書の提出者の選定以外に提出者に無断で使用しない。 

 （７）特定されなかった場合には、技術提案書を返却する。なお、提出された技術提案

書は、技術提案書の特定以外に提出者に無断で使用しない。なお、特定された技

術提案書を公開する場合には、事前に提出者の同意を得るものとする。 

 （８）参加表明書及び技術提案書の提出後において、原則として参加表明書及び技術提

案書に記載された内容の変更を認めない。また、参加表明書及び技術提案書に記

載した予定技術者は、原則として変更できない。ただし、病休、死亡、退職等の

やむをえない理由等により変更を行う場合には、同等以上の技術者であるとの発

注者の了解を得なければならない。 

  （９）技術提案書の特定後に、提案内容を適切に反映した特記仕様書の作成のために、

業務の具体的な実施方針について提案を求めることがある。 


